
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　昭和三〇年四月三〇日執行の唐津市長選挙の当選の効力に関する補助参
加人の訴願について、被告が昭和三〇年九月二八日なした原告の当選を無効とする
旨の裁決を取消す。
　　　　　訴訟費用中、参加によつて生じたものは補助参加人の負担とし、その他
は被告の負担とする。
　　　　　　　　　事　　　　実
　原告訴訟代理人は主文第一項と同旨並びに訴訟費用は被告の負担とする旨の判決
を求め、その請求の原因として、
　一、　原告は昭和三〇年四月三〇日執行の唐津市長選挙に立候補し、同年五月一
日の選挙会において当選人と決定され、同月二日午前一一時頃唐津市選挙管理委員
会から当選の告知を受けた。同委員会が当選の告示を終えたのは同日午後五時頃で
ある。
　二、　しかるに補助参加人Ａは同月九日唐津市選挙管理委員会に対し原告の当選
の効力に関する異議の申立をしたが、同月二五日同委員会から異議を棄却する旨の
決定を受けたので、さらに同月二八日被告に対し訴願を提起したところ、被告は同
年九月二八日原決定を取消し原告の当選を無効とする旨の裁決をした。
　右裁決の理由は、原告は当選人決定当時佐賀県モーターボート競走会（以下「佐
賀県競走会」という）の会長理事であつて、同競走会は唐津市に対し地方自冶法第
一四二条にいわゆる請負をなす法人であるが、原告は公職選挙法第一〇四条所定の
期間内に同条所定の届出をしなかつたから、当選を失つたものである、というので
ある。
　三、　しかし、原告は昭和二六年一二月佐賀県競走会の設立以来同会の会長理事
をしていたが、市長に当選の上は市政に専念するため同競走会の会長理事その他公
的役職を辞任する考で、市長に立候補する当時その意思を表明していたので、昭和
三〇年四月三〇日の本件選挙の投票日に投票をすませて、当時原告が社長をしてい
た昭和自動車株式会社に行き同会社社長秘書室において、同会社の社長秘書で且つ
佐賀県競走会の専務理事を兼務していたＢに対し、同競走会長理事を辞任する旨の
意思表示をなしその形式上の手続を依頼した。そこでＢは辞任届書を作成した上、
翌五月一日午後一時頃これを同競走会理事長Ｃに交付しようとしたところ、たまた
ま同人はモーターボート競走実施のため競走場本部に行つて不在であつたので、電
話を以てＣに対し昨三〇日原告から会長理事辞任の申出があつた旨を伝え、辞任届
書は同競走会庶務係Ｆに交付した。それ故仮に、佐賀県競走会長理事の職が地方自
治法第一四二条所定の地方公共団体の長と兼務することを禁ぜられた職に該当する
ものとしても、原告は当選人決定前、遅くも当選告知前すでにその職を辞任してい
たのであるから、公職選挙法第一〇四条所定の届出をする義務がない。
　四、　なお又、地方自治法第一四二条にいわゆる請負とは、経済的意義における
商取引で私経済的仕事又は貨物の供給を内容とし、且つ公職と兼務すると公職の執
行の公正を期し得ないと思料されるものでなければならない。従つて一定の手数料
又は報酬を受けて公務の執行の委任を受けることは同条の請負に該当するものでは
ない。
　しかるに、唐津市はモーターボート競走法に基き自治庁長官の指定を受け同市議
会の議決を経てモーターボート競走事業を行つているものであり、又佐賀県競走会
はモーターボート競走法に基き設立された公益法人で、同法の規定によりモーター
ボート競走の実施、その実施に関する調査研究、実施に必要な職員の指導養成等の
事業を行うものである。そして唐津市は同法第三条の規定に基きその行うモーター
ボート競走の実施に関する事務のうち、審判及び競技に関する事項並びにこれに附
帯する事項を佐賀県競走会に委任し、その他の事項はすべて唐津市が自らこれを行
い、唐津市は法定の限度内における勝舟投票券の売上金の一〇〇分の五に相当する
金額を佐賀県競走会に交付しているのである。かように佐賀県競走会が唐津市の委
任によつて行う事項は審判及び競技に関する純技術的事項に限られ、その他の事
項、ことに入場券及び勝舟投票券の発売、賞品及び賞金の支給等の経済的行為は唐
津市が直接これを行い、且つ佐賀県競走会に対する前記交付金は委任事務の遂行に
要する費用の弁償であつてその額も法定されている。それ故両者間の右委任関係
は、一方が一定の私経済的仕事を完成し又は私経済的な労務もしくは貨物を供給
し、他方がこれに対する報酬を支払うというような、経済的営利的取引関係ではな
いから地方自治法第一四二条の請負に該当しない。従つて佐賀県競走会の会長理事
と唐津市長を兼職することを妨げない。



　五、　以上の理由により被告の本件裁決は違法であるから、該裁決の取消を求め
るため本訴に及んだものである。
と陳述し、
　被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」とい
う判決を求め、答弁として、
　一、　原告主張の一の事実中、当選の告知及び告示の時期を争う外その他の事実
は認める。同二の事実は争わない。同三の事実中、原告が昭和二六年一二月佐賀県
競走会の設立以来同会の会長理事であること及び原告が昭和自動車株式会社の取締
役であつたことは認めるが、その他の事実はすべて争う。同四の事実中、唐津市が
モーターボート競走法に基き自治庁長官の指定を受け同市議会の議決を経てモータ
ーボート競走事業を行つていること、佐賀県競走会がモーターボート競走法に基き
設立された公益法人であつて原告主張のような事業を行うものであること、唐津市
がモーターボート競走法第三条の規定によつて行うモーターボート競走の実施に関
する原告主張の事項を佐賀県競走会に委任し、勝舟投票券の売上金の一〇〇分の五
に相当する金額を交付していることは争わないが、その他の点は争う。
　二、　佐賀県競走会はモーターボート競走の施行者である唐津市から委任を受け
た事項を遂行し、その報償として前記交付金の交付を受けているのであるから、一
定の報償を得て契約による業務を完成することを業とするものである。しかも同競
走会り受くる報償は相等多額にのぼり、それは同競走会の収益であるばかりでな
く、実質的にはその構成員たる会員に対し利益配当に類することを行つている。従
つて同競走会と唐津市間の前記委任に関する契約関係は地方官治法第一四二条の請
負に該当するものであつて、同競走会が右契約に基き行う業務は同競走会の全業務
の主要部分を占めている。しかるに原告は当選の告示又は告知当時なお同競走会の
会長理事の職にありながら、当選の告知を受けた日から五日以内にその職を有しな
くなつた旨の届出をしなかつたので当選を失つたものである。従つて本件裁決は違
法ではない、
　と陳述し、
　補助参加訴訟代理人は、
　一、　原告が当選の告知を受けたのは昭和三〇年五月一日である。原告は同月六
日佐賀県競走会長として唐津市から勝舟投票券の売上金の一〇〇分の五に相当する
交付金を受領し、又同競走会理事長Ｃは同月二日全国モーターボート競走会連合会
理事長Ｄに対し、原告が佐賀県競走会長として唐津市長に当選した旨の報告をした
事実があり、これらの事実からみても、原告がその主張の日に同競走会長理事を辞
任したものでないことが明らかである。
　二、　仮に原告がその主張の日に辞任したとしても、その辞任による変更登記を
したのは昭和三〇年五月一六日であるから、該登記前に辞任したことを以て他人に
対抗することはできない。しかも原告主張の辞任届は同競走会の会長を辞任すると
いう届であつて理事の辞任届ではないから、地方自治法第一四二条の兼職禁止規定
に触れるものである。
　三、　地方自治法がその第一四二条の規定を以ていわゆる請負関係の兼職を禁止
したのは、市長を市と利害対立する地位から排除しその職務執行の公正を保障せん
とする趣旨である。従つて同条にいう請負は民法上の請負とは必ずしも一致するも
のではなく、広く一定の報酬を得てその責任のもとに一切の権利義務及び損得が受
託者に帰属する関係において、市の委託事務を遂行するものはすべて同条の請負を
なす者に該当する。しかるに佐賀県競走会は唐津市から勝舟投票券の売上金の一〇
〇分の五の範囲内の金額の交付を受け、同市から委託された事務を処理する責任を
有し、その損得は同競走会に帰属し、又同競走会の事務運営の巧拙は勝舟投票券の
売上高に消長をきたし唐津市に対しても重大な利害関係を及ぼすものであるから、
両者間の委任関係は地方自治法第一四二条の請負関係に該当するものである、
　と陳述した。
　証拠として、
　原告訴訟代理人は、甲第一ないし第一二号証、第一三号証の一、二、第一四号
証、第一五号証の一、二、第一六ないし第二九号証、第三〇号証の一、二、第三一
号証、第三二号証、第三三号証の一、二、第三四ないし第四〇号証、第四一号証の
一ないし三、第四二及び第四三号証の各一、二、第四四ないし第五二号証、第五三
ないし第五六号証の各一、二、第五七及び第五八号証を提出し、証人Ｂ、Ｅ、Ｆ、
Ｇ、Ｃ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｘの各
証言、検証及び原告本人尋問の結果を援用し、乙第一号証の二ないし四、六ないし



八、第一二号証、第一五号証の三、四、第一六号証の一ないし三はいづれも不知と
述べ、その他の乙号各証の成立を認め、
　被告訴訟代理人は、乙第一号証の一かいし八、第二ないし第六号証、第七号証の
一ないし三、第八及び第九号証の各一、二、第一〇ないし第一四号証、第一五号証
の一ないし四、第一六号証の一ないし三を提出し、証人Ｙ、Ｚ、Ａ１、Ｂ１、Ｃ
１、Ｄ１、Ｘ、Ｅ１、Ｆ１、Ｇ１の各証言及び被告代表者Ｈ１の尋問の結果を援用
し、甲第五ないし第七号証、第一〇考証、第一二号証、第一三号証の一、二、第一
五号証の一、二、第一六ないし第二七号証、第二九号証、第四一号証の一ないし三
はいづれも不知と述べ、その他の甲号各証の成立を認め、
　補助参加訴訟代理人は証人Ｅ１の証言を援用した。
　　　　　　　　　理　　　　由
　原告は昭和三〇年四月三〇日執行の唐津市長選挙に立候補し、同年五月一日の選
挙会において当選人と決定され、正確な日時はしばらくおき、その頃当選の告知及
び告示がなされたこと、補助参加人は同月九日唐津市選挙管理委員会に対し原告の
右当選の効力に関する異議の申立をしたが、同月二五日同委員会から異議を棄却す
る旨の決定を受けたので、さらに同月二八日被告に対し訴願を提起したところ、被
告は同年九月二八日原告主張のような理由で、原決定を取消し原告の当選を無効と
する旨の裁決をしたことは当事者間に争がない。
　地方自治法第一四二条の規定によれば、普通地方公共団体の長は、当該地方公共
団体に対し請負をし、又は当該地方公共団体において経費を負担する事業につきそ
の団体の長に対し請負をし、もしくはこのような請負をする法人の役員等になるこ
とができない。それは同条の規定自体並びにその立法上の沿革に鑑み、地方公共団
体の支出金を以て自己の営業的所得となす者又はこのような法人の役員等の職にあ
る者が、当該地方公共団体の長を兼ねるときは、その団体の長の地位を濫用して私
利を図る恐れがあるため、地方公共団体の長をこのような私企業から隔離しその職
務執行の公正を期せんとする趣旨に外ならない。従つて同条にいわゆる請負とは、
報酬を得て一定の仕事を完成し又は事務を処理し、もしくは労務又は貨物を多少継
続的に提供することを目的とする経済的ないし営利的取引契約を指称するものであ
つて、行政事務の委任のようなものはこれに該当しないものと解するを相当とす
る。もつとも行政事務委任の場合にも一定の報償を伴うときは、受任者が地方公共
団体の長を兼ねることによつてその職務執行の公正を乱す恐れがないとはいえない
が、行政事務の委任は特別の法令に基いてなさるるものであつて、これに伴う叙上
の幣害を防止するには、国家行政組織法及び地方自治法による一般行政監督又は自
主的監査もしくは特別法による行政監督にまたねばならない（国家行政組織法第一
五条、地方自治法第七五条、第一五〇条、第一五一条、第一九九条、第二四六条
等。特別法の例は少くないが、例えばモーターボート競走法第二三条ないし第二五
条、同法施行規則第一九条、第二〇条、昭和二六年運輸省令第六〇号、第四条、第
五条、第七条等）。
　さて、都道府県及び自治庁長官の指定する市町村がモーターボート競走法に基き
行うモーターボート競走は、同法第一条の規定によつて明らかなように、モーター
ボートの品質の改善、モーターボートに関する海外宣伝その他モーターボートの製
造に関する事業の振興に寄与し、あわせて海事思想の普及宣伝と観光事業に資する
とともに、地方財政の改善を図るために行うものである。すなわち、その事業は社
会公共の福祉の増進及び地方公共団体の財政収入の増強を目的とし、いづれも公の
目的のために行われ、その事業が直接に社会公共の福祉をも目的とする点からみれ
ば一の公企業に属し、その事業経営は公の行政事務に外ならない。又モーターボー
ト競走法第三条、第四条、第二一条、同法施行令第一条の各規定によれば、モータ
ーボート競走会は運輸大臣の許可によつて設立されるモーターボート競走の実施を
目的とする公益法人であつて、モーターボート競走の施行著たる地方公共団体はそ
の行うモーターボート競走の実施に関する事務の一部、すなわち主として審判及び
競技に関する技術的事項をモーターボート競走会に委任することができるし、これ
を委任した場合は法定の率を超えない金額をモーターボート競走会に交付しなけれ
ばならない。
　そうすると、地方公共団体かモーターボート競走法に基き行うモーターボート競
走の事業経営が公の行政事務であることはすでに説明したとおりであるから、モー
ターボート競走会に対する右競走事業の実施に関する事務の委任は公の行政事務の
委任を目的とする公法上の契約であつて、私法上の経済的ないし営利的取引契約で
ないこと明らかである。それ故前示説明の理由に照し、右委任は地方自治法第一四



二条の請負に当らないか<要旨>ら、地方公共団体からモーターボート競走法による
モーターボート競走の実施に関する事務の委任を受けたモ</要旨>ーターボート競走
会は、当該地方公共団体に対し同条にいわゆる請負をする法人に該当しないものと
いわなければならない。
　これを本件についてみるに、佐賀県競走会はモーターボート競走法に基き設立さ
れたモーターボート競走の実施を目的とする公益法人であつて、同法に基きモータ
ーボート競走事業を行う唐津市から、該競走の実施に関する事務のうち審判及び競
技に関する事項の委任を受けていることは当事者間に争のないところである。さす
れば右競走会は唐津市に対し地方自治法第一四二条にいわゆる請負をなす法人に該
当しないことは、前段説示の理由によつて明らかである。従つてこれと反対の見解
にたつ被告の本件裁決は、爾余の争点について判断するまでもなく失当といわなけ
ればならないから、該裁決の取消を求める原告の本訴請求は正当として認容すべき
ものである。
　よつて訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九四条を適用し、主文の
とおり判決する。　（裁判長判事　竹下利之右衛門　判事　小西信三　判事　岩永
金次郎）


